
1 

 

幼児教育・保育の無償化に関する 

よ く あ る 質 問 

 
Ｑ１ 幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）の保育料や預かり保育の利用料について、いつから無償化

の対象となるのか、具体的な年齢の数え方を教えてください。また、６歳の誕生日に無償化が終

了してしまうのですか。 

Ｑ２ 仙台市に居住しており、幼稚園に通っていますが、仙台市外に引っ越す予定です。無償化に関す

る手続きは必要ですか。 

Ｑ３ 仙台市に居住しており、仙台市外の幼稚園に通う予定ですが、無償化の対象となりますか。 

Ｑ４ 幼稚園に加え、他のサービス（認可外保育施設・一時預かり事業等）も併用しています。他のサ

ービスにかかる利用料も無償化の対象となりますか。 

Ｑ５ 幼稚園の長期休業（夏休みや冬休み等）の間、他のサービス（認可外保育施設・一時預かり事業

等）を利用しましたが、無償化の対象となりますか。 

５

Ｑ６ 施設等利用給付認定（新２号・新３号）を受けたのですが、今後は預かり保育の利用料を幼稚園

へ支払わなくても良いのですか。 
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Ｑ７ 施設等利用給付認定（新２号・新３号）を受けていれば、預かり保育を必ず利用できますか。 

Ｑ８ ４月に幼稚園を転園します。４月の入園式（始業式）前までは、転園前の幼稚園の預かり保育を

利用しますが、無償化の対象となりますか。 

Ｑ９ 認可外保育施設や一時預かり事業は、全て無償化の対象施設ですか。 

Ｑ１０ 認可外保育施設と一時預かり事業を併用しています。どちらも無償化の対象となりますか。 

Ｑ１１ 今後、働き始めて預かり保育の利用が必要になった場合は、その時点で新２号の申請を行えばよ

いですか。また、申請期限はいつまでですか。 

Ｑ１２ 下の子が保育所を利用していますが、上の子の幼稚園の預かり保育が無償化の対象となるため

には、施設等利用給付認定（新２号・新３号）の申請が必要ですか。改めて就労証明書等を提出

する必要がありますか。 

Ｑ１３ 兄弟姉妹での入園にあたって教育・保育給付認定（1 号）や施設等利用給付認定の申請をする場

合、認定申請書類の提出は兄弟姉妹でまとめて１枚でよいですか。 

Ｑ１４ 現在、施設等利用給付認定（新２号）を受けて認可外保育施設を利用しています。下の子を出産

予定ですが、下の子の育児休業を取得した場合、上の子の新２号認定は取り消されますか。 

 


